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＜市 勢＞ 

１．概 要 

市制施行 昭和２９年１０月１０日（平成２１年：市制施行５５周年） 

面 積 １４３．７３ ｋ㎡（東西１５．5 km 南北１３．0 km） 

住基人口 ３２，１９３人（外国人含む） （世帯数１２，２９７世帯） 

２．沿革 

韮崎市は、昭和２９（１９５４）年１０月１０日、１町１０ヵ村の大合併によって 

誕生いたしました。 

市名にもなっている「韮崎」という名の由来には、七里岩の先端がニラの葉のよう 

に長く伸びているから」「七里岩の上にニラの群生があったから」「ニラの生えてい 

る御崎」など、いくつかの説があります。 

韮崎市は、古くから人と文化が行き交う交通の要衝、甲州街道の宿場町として栄え 

てきました。 

雄大な南アルプス、八ヶ岳、茅ヶ岳、そして霊峰富士といった日本の名峰がそびえ 

たち、大自然のパノラマが３６０°展開します。 

武田家が氏神として崇拝した武田八幡宮や勝頼公が自ら火を放った悲運の城「新府 

城」など、武田家ゆかりの史跡が、市内のいたるところに点在する『甲斐武田氏』発 

祥の地でもあります。 

また、「サッカーのまち」としても全国的に知られています。 

近年は、電子機器製造関連産業が多数立地し、工業都市としても発展の歩みを続け 

ています。 

３．位 置 

本市は山梨県の北西部（峡北地域）にあって、県都甲府市の北西約１２㎞にあた 

る山岳盆地で、北・東は北杜市、南は甲斐市、西は南アルプス市に隣接しています。 

韮崎市役所の標高は、３５３．９４ｍ。 

４．気 候 

本市の気候は全般的に降雨量が少ないうえに寒暖の差が激しく、季節風（八ヶ岳 

おろし）の影響が大きい「内陸気候」として特徴づけられています。 

５．人口の推移（国勢調査） 

昭和２９年 ３２，１４０人（合併時） 昭和６０年 ２８，１７５人 

３０年 ３１，６９８人 平成 ２年 ２９，７６６人 

３５年 ３０，２４４人 ７年 ３２，０９７人 

４０年 ２７，７２８人 １２年 ３２，７０７人 

４５年 ２７，２６７人 １７年 ３３，８０１人 

５０年 ２７，３３４人 

５５年 ２７，３４３人 

１



６．土地利用（地目別課税状況）（平成２１年度） 

田 １１，８６７千㎡ 畑 １１，６３５千㎡ 

宅地 ７，６０７千㎡ 山林 ２６，５５９千㎡ 

原野 ７０９千㎡ その他 ３，４８９千㎡ 

総数 ６１，８６６千㎡ 

７．姉妹都市 

フェアフィ－ルド市（アメリカ合衆国） 佳木斯市（中国） 

８．一般会計予算 

⑴歳 入 （平成２１年度当初予算） 

財 政 区 分 予 算 額(千円) 構成比(%) 

分担金及び負担金 170,388 1.4 

市 税 4,399,002 36.0 

使用料及び手数料 296,975 2.4 

財 産 収 入 70,134 0.6 

寄 附 金 7 0.0 

繰 入 金 1,109,425 9.1 

繰 越 金 5,000 0.0 

諸 収 入 166,663 1.4 

自

主

財

源 
小 計 6,217,594 50.9 

地 方 譲 与 税 137,500 1.1 

ゴルフ場利用税交付金 25,200 0.2 

地方消費税交付金 318,600 2.6 

地 方 特 例 交 付 金 73,350 0.6 

自動車取得税交付金 43,000 0.4 

依

存 

地 方 交 付 税 1,502,000 12.3 

交通対策特別交付金 6,500 0.1 

国 庫 支 出 金 773,015 6.3 

県 支 出 金 748,841 6.1 

市 債 2,348,100 19.2 

そ の 他 27,300 0.2 

財

源 

小 計 6,003,406 49.1 

合 計 12,221,000 100.0 

２



⑵ 歳 出 （平成２１年度当初予算） 

歳 出 区 分 予 算 額(千円) 構成比(%) 

議 会 費 169,558 1.4 

総 務 費 2,208,239 18.1 

民 生 費 3,306,585 27.1 

衛 生 費 1,445,739 11.8 

労 働 費 70,024 0.6 

農 林 水 産 業 費 563,593 4.6 

商 工 費 152,111 1.2 

土 木 費 1,318,963 10.8 

消 防 費 427,702 3.5 

教 育 費 1,065,446 8.7 

災 害 復 旧 費 4 0.0 

公 債 費 1,463,036 12.0 

予 備 費 30,000 0.2 

合 計 12,221,000 100.0 

⑶ 特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 （単位：千円） 

国 民 健 康 保 険 ３，０１７，７９５ 

後 期 高 齢 者 医 療 ２２１，５１２ 

老 人 保 健 １８，４０６ 

簡 易 水 道 １２，８５１ 

下 水 道 事 業 １，５０８，８２１ 

介 護 保 険 １，６４０，６０３ 

介 護 ｻ - ﾋ ﾞ ｽ 事 業 １２，７３６ 

恩賜林保護財産区 ４，０２６ 

特別会計合計 ６，４３６，７５０ 

水 道 事 業 １，６４４，０８０ 

病 院 事 業 ２，４１３，０５５ 

企業会計合計 ４，０５７，１３５ 

合 計 １０，４９３，８８５ 

３



９．財政状況 

⑴ 財政指標 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行による。 

<健全化判断比率 > 

項 目 １９年度比率 ２０年度比率 早期健全化基準 
実質赤字比率 黒字のため数値なし 黒字のため数値なし １３．７０％ 

連結実質赤字比率 黒字のため数値なし 黒字のため数値なし １８．７０％ 

実質公債費比率 １５．６０％ １４．９０％ ２５．００％ 

将来負担比率 ９６．６０％ ８７．６０％ ３５０．００％ 

<資金不足比率 > 

項 目 １９年度・２０年度 早期健全化基準 
簡易水道特別会計 

下水道事業特別会計 

市立病院事業会計 

水道事業会計 

資金不足を生じていないため数値なし ２０．００％ 

⑵ 財政力指数 

項 目 数 値 備 考 

財政力 指数 

平成16～18年度平均 0.660 
平成17～19年度平均 0.730 
平成18～20年度平均 0.825 
平成19～21年度平均 0.836 

指数が大きいほど財政力が強い。 

１．０を上回れば地方交付税不交 

付団体となる。 

実質収支比率 
平成19年度 2.6 

平成20年度 4.2 
３～５％程度が適当。 

公債費 比率 
平成19年度 13.8 

平成20年度 11.1 
10％を超えないことが望ましい。 

４



＜議 会＞ 

１．議 員 定 数 

法定数２６人 条例定数２０人 現員数２０人 

２．議 員 任 期 

平成１９年１０月１０日 ～ 平成２３年１０月９日 

３．議 員 構 成 

⑴ 会 派 別 ◎会派代表者 ○内の数字は当選回数 

会 派 所 属 議 員 の 氏 名 人 数 

韮政ク ラブ 
◎野口紘明② 清水 一⑤ 清水正雄④ 藤嶋英毅② 

横森宏尹② 西野賢一① 
６ 

韮和ク ラブ ◎望月正澄③ 土屋泰一⑧ 石井錦一③ 一木長博③ ４ 

共伸ク ラブ ◎秋山 泉① 岩下良一① 輿石賢一① 山本雄次① ４ 

市清ク ラブ ◎矢崎六彦④ 嶋津鈴子③ ２ 

日 本 共 産 党 韮 崎 市 議 団 ◎神田明弘⑦ 小林恵理子④ ２ 

公 明 党 ◎森本由美子② 小林伸吉① ２ 

⑵ 年 齢 別 

4 0歳～4 9歳 5 0歳～5 9歳 6 0歳～6 9歳 7 0 歳 以 上 平 均 年 齢 

２ ２ １１ ５ ６３.６ 

⑶ 現 職 年 数 別 

4 年以下 4 ～8 年 8 ～12年 12～16年 16～20年 21年以上 

７ ４ ４ ２ １ ２ 

５



４．議会の構成 

⑴ 組織 

総務教育常任委員会 ７人 

市民生活常任委員会 ７人 

常 任 委 員 会 

（複数所属可） 産業建設常任委員会 ６人 

財 務 常 任 委 員 会 １７人 

(H20.10.17設置) 

韮崎駅前施設「旧ルネス」 

利活用調査特別委員会 １０人 

特 別 委 員 会 (H21.5.29設置) 

議 長 韮崎市議会議員定数 

調査特別委員会 １０人 

(H21.11.30設置) 

議 会 運 営 委 員 会 ７人 

議会だより編集委員会 ８人 

全 員 協 議 会 全員 

諸 会 議 

各 派 代 表 者 会 議 ８人 

議会運営に関する研究会 全員 

〃 （小委員会） ８人 

⑵ 常任委員会 

総務教育常任委員会（７人） 政策秘書課、総務課、企画財政課、会計課、 

議会事務局及び教育委員会の所管する事項 

並びに他の委員会に属さない事項 

市民生活常任委員会（７人） 市民課、税務課、収納課、福祉課、保健課、 

静心寮及び市立病院の所管する事項 

産業建設常任委員会（６人） 農林課、企業立地課、商工観光課、建設課 

及び上下水道課の所管する事項 

財 務 常 任 委 員 会 （17人） 予算、決算に関する事項 

６



⑶ 特別委員会 

韮崎市議会韮崎駅前施設「旧ルネス」利活用調査特別委員会 （10人） 

韮崎市議会議員定数調査特別委員会 （10人） 

⑷ 議会運営委員会 

①議会の運営に関する事項 

議会運営委員会 （７人） ②議会の会議規則、委員会に関する条例等に 

関する事項 

③議長の諮問に関する事項 

⑸ 諸 会 議 

議会だより編集委員会 編集発行に関する事項 

全 員 協 議 会 議長が必要と認めた時に随時開催 

会 派 代 表 者 会 議 随 時 

議会運営等に関する研究会 随 時 

⑹ 一部事務組合 

◆峡北広域行政事務組合 

（峡北南部衛生センター） 韮崎市 甲斐市（旧双葉町・敷島町） 

北杜市（旧明野村・須玉町） 

（峡北広域環境衛生センター） 韮崎市 甲斐市（旧双葉町・敷島町）北杜市 

◆峡北地域広域水道企業団 韮崎市 甲斐市（旧双葉町） 

北杜市（旧明野村・須玉町・高根町・長坂町 

大泉村） 

◆峡北消防本部 韮崎市 甲斐市（旧双葉町） 

北杜市（旧明野村・須玉町・高根町・長坂町 

大泉村・小淵沢町・白州町・武川村） 

７



⑹ 議会事務局 （昭和３１年４月５日設置） 

① 職員数 専任４名 併任２名 計６名 

事務局長・書記（副主幹）・書記（主査）・主任運転技術員 

（併）総務課２名 

② 組 織 

事務局長 総務担当 

５．議会の活動状況 

⑴ 定例会・臨時会の開催（平成２１年） 

会議名 会 期 会期日数 本会議 
一般 

質問者数 
傍聴者数 

ライブ中継 

アクセス数 

第１回定例会 3/2～3/18 17 日 5 日 9 人 43 人 145 件 

第１回臨時会 5/29 1 日 1 日 - 人 0 人 2 件 

第２回定例会 6/4～6/19 16 日 5 日 11 人 36 人 157 件 

第３回定例会 9/10～10/1 22 日 5 日 9 人 30 人 161 件 

第３回臨時会 11/17～11/20 4 日 2 日 - 人 0 人 17 件 

第２回臨時会 11/30 1 日 1 日 - 人 0 人 6 件 

第４回定例会 12/3～12/21 19 日 6 日 9 人 37 人 188 件 

年 間 合 計 80 日 25 日 38 人 146 人 676 件 

※ 平成17年より手話通訳（平成18年：第3回定例会のみ実施） 

※ インターネットによるライブ中継については、業者サーバーを経由して 

いるのでアクセス数を把握できるが、録画中継については、市ＨＰ上に 

映像を載せているだけなので把握できない。 

８ 

議 長 議会事務局



⑵ 議案等の議決件数（H21.1.1～H21.12.31) 

<市長提出案件> 

区分 条例 予算 決算 人事 選挙 契約 報告 その他 小計 

件数 29 48 17 4 8 - 12 12 130 
* その他は、土地取得、定款変更、整備計画策定、訴えの提起 

規約変更、指定管理者指定 

<議員提出案件> 

<その他> 14件 <議決数合計> 
請願、正副議長辞職許可、正副議長選挙 

閉会中の継続審査、常任委員会委員選任 

⑶ 請願の議決状況（H21.1.1～H21.11.30) 

受理番号 件 名 議決年月日 議決結果 
請願第２１－１号 食糧自給率向上のために国へ意見書を求める請 

願 
21. 6.19 採択 

請願第２１－２号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の 

維持向上を図るための請願書 
21. 6.19 採択 

請願第２０－５号 社会保障費自然増の毎年２２００億円の削減を 

やめることの意見書を求める請願 
21.10. 1 採択 

請願第２１－３号 オバマ米大統領の「核兵器のない世界」のよび 

かけに応えて日本政府に、被爆国としてその実 

現のためイニシアチブを発揮することの意見書 

を求める請願 

21.12.18 採択 

請願第２１－４号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及 

び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化 

を求める意見書の提出を求める請願 

21.12.18 採択 

⑷ 意見書の議決状況 

件 名 議決年月日 議決結果 送付先 
「地震防災対策強化地域における地震対 

策緊急整備事業に係る国の財政上の特別 

措置に関する法律」の延長に関する意見 

書 

21. 6.19 可決 衆議院議長 参議院議長 

内閣総理大臣 総務大臣 

財務大臣 文部科学大臣 

厚生労働大臣 農林水産大臣 

国土交通大臣 消防庁長官 

内閣府特命担当大臣（防災） 

林野庁長官 

食糧自給率の向上を求める意見書 21. 6.19 可決 内閣総理大臣 財務大臣 

農林水産大臣 

教育予算を拡充し、教育の機会均等及び 

水準の維持向上を図るための意見書 
21. 6.19 可決 文部科学大臣 財務大臣 

総務大臣 

社会保障費２千２００億円の削減方針の 

撤回を求める意見書 
21.10. 1 可決 内閣総理大臣 財務大臣 

厚生労働大臣 

電源立地地域対策交付金制度の交付期間 

延長を求める意見書 
21.11.30 可決 経済産業大臣、副大臣、政務官 

財務大臣、副大臣、政務官 

総務大臣、副大臣、政務官 

核兵器廃絶の国際条約締結にむけて積極 

的な働きかけを求める意見書 
21.12.18 可決 衆議院議長、参議院議長 

内閣総理大臣、外務大臣 

子どもたちの生命を守るため、ヒブワク 

チン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助 

成、定期接種化を求める意見書 

21.12.18 可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣 

９ 

区分 条例等 意見書 決議 特別委員会設置 小計 

件数 4 7 1 2 14 

合計 
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⑸ 常任委員会の会議日数（H21.1.1～H21.12.31) 

委 員 会 開 催 日 数 
名 称 

会期中 閉会中 計 傍聴者数 

管外行政 

視察日数 
合計 

総務教育常任委員会 5 日 4 日 9 日 8 人 2 日 11 日 

市民生活常任委員会 5 日 2 日 7 日 2 人 2 日 9 日 

産業建設常任委員会 5 日 1 日 6 日 5 人 2 日 8 日 

財 務 常 任 委 員 会 6 日 5 日 11 日 1 人 - 11 日 

合 計 21 日 12 日 33 日 16 人 6 日 39 日 

⑹ 条例に基づく特別委員会の会議日数（H21.1.1～H21.12.31) 

名 称 委員数 開催回数 視察回数 合 計 

旧ルネス利活用調査特別委員会 10人 15回 1回 16回 

議員定数調査特別委員会 10人 2回 － 2回 

⑺ 議会運営委員会の開催回数（H21.1.1～H21.12.31) 

開 催 数 
委 員 数 

会 期 中 閉 会 中 計 

７人 11 回 7 回 18 回 

⑻ 全員協議会の開催回数（H21.1.1～H21.12.31) 

開 催 回 数 

会 期 中 閉 会 中 計 

13 回 15 回 28 回 

⑼ その他会議の開催状況 

１０ 

議会運営に関する研究会 開催回数６回 

【協議の結果、平成２１年中に実施（決定）した主な内容】 
① 議員定数について研究する調査特別委員会を設置 

② 政務調査費の減額（一人月額２万円を１万円） 

③ 一般質問への対面方式の導入 

④ 一般質問において項目ごとの一問一答方式の導入 

⑤ 広域等選出議員の結果報告 

⑥ 休日夜間議会を早期に開催（平成２２年６月議会をめどに執行部と協議） 

⑦ 議長交際費の公表 

⑧ 申し合わせ（先例集）の改正



⑽ 行政視察受け入れ状況（H21.1.1～H21.12.31) 

区分 月日 名称等 視察内容 人数 

１ 1/29 茨城県桜川市議会 

（議会運営委員会） 

議会運営及び議会改革の取り組み 

と成果について 

１２ 

２ 4/13 山梨県増穂町議会 

（議会運営委員会） 

議会ネット配信について ８ 

３ 7/28 香川県三豊市議会 

（行財政改革調査特別委員会） 

議会改革について １１ 

４ 11/5 山梨県北杜市議会 

（議会運営委員会） 

インターネットによる議会中継と 

録画による配信について 

１４ 

５ 11/6 埼玉県桶川市議会 

（議会だより編集委員会） 

市議会だよりの編集発行について ８ 

６ 11/24 山梨県甲斐市議会 

（議会活性化調査特別委員会） 

議会映像のインターネット配信に 

ついて 

１３ 

６．議員の報酬等 

⑴ 月額報酬（平成18年4月より各５千円減額） 

議長369,000円 副議長345,000円 議員336,000円 

⑵ 期末手当 

（６月）1.45ヵ月 （１２月）1.65ヵ月 （計）3.10ヵ月 

（平成21年12月より上記月数。（６月0.15ヶ月、１２月0.1ヶ月分引下げ）） 

⑶ 政務調査費（会派に支給） 

１人あたり月額10,000円（平成21年4月より20,000円を10,000円に減額） 

７．議会だより 

⑴ 議会広報誌「韮崎市議会だより」12頁 ４回／年 各戸配付10,500部 

⑵ 平成２０年５月発行分よりカラー化し、掲載内容を一新した。 

８．議会動画配信システム 

⑴ 平成１８年第２回定例会より、議会動画配信システムを導入し、庁舎内 

LAN（職員個々のパソコン）及び１階ロビーのテレビにより視聴可能となる。 

⑵ 平成２０年第２回（６月）定例会より、インターネット配信を開始する。 

・ライブ中継 

・録画中継（事務局職員が編集。議会閉会後３日以内には配信している。） 

１１



９．会議録検索システム 

平成１７年に会議録検索システムを導入し、平成１２年以降の会議録が 

インターネットにより検索可能となる。 

１０．議会関係予算 

⑴ 議会費歳出 

（単位 千円） 

科 目 平成21年度当初予算額 平成20年度当初予算額 

１ 報 酬 ８１，１４４ ８１，１４４ 

２ 給 料 １８，６２６ １８，６６９ 

３ 職 員 手 当 ３６，９５３ ３６，９３１ 

４ 共 済 費 １８，８６８ １８，７９６ 

９ 旅 費 １，２３９ ９７３ 

10 交 際 費 ３００ ５５０ 

11 需 用 費 ２，４９０ ２，６１６ 

12 役 務 費 １７０ ２１０ 

13 委 託 費 １，２１４ １，２１４ 

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １，３１５ ９８４ 

18 備品購入費 ２７ １６３ 

19 負担金補助及び交付金 ７，２１２ ５，６２７ 

27 公 課 費 ０ ５１ 

計 １６９，５５８ １６７，９２８ 

⑵ 費用弁償 

平成１１年度から廃止（委員派遣は除く）。 

<議会運営委員会、常任委員会委員派遣（議員一人あたり）> 

日当(2,600円) 宿泊料(14,300円) 

１２



韮崎市議会運営申し合わせ事項（抜粋） 
改正 平成２１年１０月１日 

１ 一般質問は、通告書の大項目を質問するときは議員席側に設置した質問席 

で行い、再質問（一問一答）をするときは、質問席の隣の座席において、起 

立して行うものとする。 

２ 一般質問は、通告書の大項目ごとに質問、市長答弁、再質問（一問一答） 

とする。 

３ 質問時間は、会派の人数に応じ、一人当たり６０分（答弁を含む）を割り 

当てる。 （例）会派２人で一般質問者１人の場合は１２０分。 

４ 原則として、新たな質問に移った後で、既に終了した質問項目に戻り質問 

することはできない。 

５ 関連質問者は、一般質問者１人に対し同一会派３人までとする。ただし、 

一人５分以内（質問のみ）とし、一問一答方式とする。（回数の制限はなし）。 

② 関連質問は、自席で行うものとする。 

６ 一般質問者は、関連質問をしないこととする。 

７ 各定例会ごとの質問順位は、会派の構成員数の多い順に行う。 

ただし、同数の場合は交互に行う。 

８ 異議あり発言は、議長の許可を得てから行うものとする。 

９ 通告書には、質問内容を具体的に記載するものとする。 

１０ 討論は、賛成、反対とも休日を除き、前日の午後３時までに議長に申し 

出ることとする。（口頭でもよい。） 

１１ 定例会開会日の議案審議は、原則として行わないものとする。ただし、 

緊急を有する案件については、議長が議会運営委員会に諮り上程する。 

② 前項の案件に関する資料は、開会前日までに議会事務局に備えるもの 

とする。 

１２ 当該議会に提出する請願の受理期限は、議会開会日の午後５時とする。 

１３ 財務常任委員会委員は、正副議長、議選監査員の者を除く１７名とする。 

１３


